




Ⅰ 医療制度改革大綱の構成
（政府与党医療改革協議会（平成17年12月1日））

Ⅰ 改革の基本的な考え方
１．安心・信頼の医療の確保と予防の重視
２．医療費適正化の総合的な推進
３．超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現

Ⅱ 安心・信頼の医療の確保と予防の重視
１．安心・信頼の医療の確保
２．予防の重視

Ⅲ 医療費適正化の総合的な推進

Ⅳ 超高齢社会を展望した新たな医療保険制度体系の実現

Ⅴ 診療報酬等の見直し

Ⅵ 改革の時期



１．基本的枠組み

大綱のⅡの１．安心・信頼の医療の確保

→ （１）患者の視点に立った、安全・安心で質の高い
医療が受けられる体制の構築

大綱のⅡの２．予防の重視

→ （２）生活習慣病対策の推進体制の構築

Ⅱ 安心・信頼の医療の確保と予防の重視



○ 都道府県による情報の集
約と公表
→ 医療機関が施設の医療
機能を都道府県に届け出
て都道府県がその情報を
分かりやすく情報提供す
る仕組みを制度化する。

○ 住民・患者に対し、自分
の住む地域の医療機能や医
療機関の連携の状況を医療
計画により明示する。

○ 広告できる事項を拡大す
る。

医療情報の提供による
適切な医療の選択の支援

○ 介護保険等の様々な施策
との適切な役割分担・連携
も図りつつ、患者・家族が
希望する場合の選択肢とな
り得るよう、在宅医療の提
供体制を地域において整備
する。

○ 医療計画において、脳卒
中、糖尿病、がん等の在宅
等での看取り率や在宅復帰
率等について、数値目標を
導入する。

○ ２４時間対応ができる在
宅医療や終末期医療への対
応に係る評価等、在宅医療
に係る診療報酬上の評価を
充実する。

在宅医療の充実による患者の
生活の質(QOL)の向上

～安全で質の高い医療を安心して受けられる～ ～早期に在宅生活へ復帰できる～

○ 医療計画の見直しにより、脳卒中、
がん、小児救急医療など事業別に、
地域の医療連携体制を構築する。

○ 地域の医療連携体制内においては、
地域連携クリティカルパスの普及等を
通じて切れ目のない医療を提供する。

※地域連携クリティカルパス
急性期病院から回復期病院を経て

自宅に戻るまでの治療計画。患者や
関係する医療機関で共有することに
より、効率的で質の高い医療の提供
と患者の安心につながる

医療機能の分化・連携の推進による
切れ目のない医療の提供

安全・安心で質の高い医療の基盤整備

医療安全対策の
総合的推進

根拠に基づく医療
（ＥＢＭ）の推進

地域や診療科によ
る医師偏在問題へ

の対応

医療法人
制度改革

医療従事者の資
質の向上

文書交付等患者へ
の適切な情報提供

～医療情報を十分に得られる～

（１）（１）患者の視点に立った、安全・安心で質の高い医療が受けられる体制の構築患者の視点に立った、安全・安心で質の高い医療が受けられる体制の構築

転院・退院後も考慮した適切な医療提供
の確保




